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温暖化対策の取り組みを進める背景特定外来生物クビアカツヤカミキリについて

2025（R07）年5月8日
福知山市環境審議会

資料３
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ご審議いただきたいこと

①令和７年度から本市にて開始予定の防除対策について

＞各主体に防除を促す工夫や補助制度のスキームについて意見をいただきたい。

＞２日に１回実施が必要となる現地巡回の体制構築について

２０２４年（令和６年）８月に福知山市内で被害を確認後、専門家から助言を受けながら対策
を講じてきた。防除対策をさらに強化し、周辺市町や市内他エリアへの被害の拡大を抑制す
るために、以下の点について審議いただきたい。
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「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により指定（H30.1月）された特定外来生物
特定外来生物は飼育だけでなく、生きたまま持ち運ぶことが法律により禁止されている

成
虫
の
特
徴

1. 体長は、約 2～4cm 人間に害はない 中国、朝鮮半島、ベトナムなどに分布
2. 飛翔能力は高く、年間移動距離は 2～3km 車両や鉄道等に付着して長距離を
移動する ことがある

3. 幼虫は、サクラやウメ、モモ等の内部を食害し、被害が 激しい場合は樹木が枯
死するため、被害拡大防止に向けた早期発見・早期防除の徹底が必要

生
態

1. 成虫は、一個体あたり平均 300 個（最大 1,000 個）の
卵をサクラ、ウメ、モモ 等の樹皮の割れ目や隙間に産卵

2. 卵は 10 日前後で孵化し、幼虫は樹皮下へ食入
3. 幼虫は、樹木の中で2年かけて成長し、蛹になる
4. 2年後の5月から8月頃成虫となり、幹の外へ脱出

幼
虫
が
排
出
す
る
フ
ラ
ス

1. 幼虫は、サクラ、ウメ、モモの樹幹や根元
からミンチ(うどん)状の明るい色のフラス（木
くずや糞が混ざ
ったもの） を排
出する

2. 削り取ったよ
うな、大きさの
揃った薄い木片
を多く含む

2012年に愛知県、2013年に埼玉県で確認
2025年4月現在、京都府を含めて14都府県
で被害が確認
京都府内では2024(R06)年に初確認、被害
樹木のうち43本が本市で確認。

脱出口
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2.被害木の状況

８月： 通報後の現地調査時点 ８月： 防除・巡回監視中の状況

３月： 伐倒防除で確認された坑道、幼虫

楕円型の
脱出口を
確認

大量の
フラス

ネット巻き後
排出されたフラス

現地で捕殺した成虫

伐採時に確認
坑道と刺殺した幼虫

伐採樹木から
現れた幼虫
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3.防除対応の状況

８月 成虫の脱出を防止するためネット巻き
定期巡回での目視確認のため除草 ８月まで 薬剤散布

（２回、ただし木内部には効果なし）

３月 被害重度の樹木から伐採、計２７本

伐採樹木は

搬出し粉砕
現地で燻蒸（薬品）処理

伐採後、切り株は
防草シートで被覆し、 成虫脱出を防止
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3.防除対応の状況（R06実施定期巡回）

巡回にて発見した成虫

期間：令和６年８月１０日～８月２３日（毎日）
市職員でシフトを組み、１日あたり2～3人で被害木をすべて目視確認、フラスや成虫の有無、ネットの状態、
周辺樹木での被害確認、個体の捕殺を実施。成虫が現れる時期を過ぎたタイミングで専門家の助言により終了。

チェックリストを作成

新たな痕跡は写真付きで報告
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1.被害木の数量・分布
①43本（3月31日時点）
②上川合33、岼7、台頭1、下川合1、千束1

2.防除対応内訳

総数 伐採区分 樹木処理方法 補足

R06被害木
43本

R06伐採済み
27本

所有者・管理者
の同意あり

搬出して粉砕 13本
現地で焼却 1本
現地で燻蒸 13本

※すべて切り株を防草シートで
被覆処理

防除完了

原則 市が実施

R06伐採せず立
木のまま
対応継続
16本

R07伐採予定
市で実施（下半期）2本

R06に伐採同意をいただいた

が、工期、予算、支障物との
兼ね合いによりR07に持ち越
し

R07立木防除
所有者、管理者で実施
14本
・所有者･管理者の同意なし
・所有者･管理者不明

ネット巻、巡回捕殺、薬剤散
布など
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５. 防除主体について（法律）

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成十六年法律第七十八号）より
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５. 防除主体について（京都府指針）

令和６年９月策定
「京都府クビアカツヤカミキリ防除等推進指針（第１版）」より

京都府クビアカツヤカミキリ防除等推進指針（第１版）

７ 防除推進体制
（２）各主体の役割
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（2024(R06) 年9月策定）

６. 2025(R07)年度の防除方針
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被害木の所有者・管理者による防除

市町村と地域住民が連携し防除

①R07年度の調査、通報防除のスケジュール

・被害木の管理者・所有者で防除
・春から夏にかけては伐倒を控える
（虫の拡散を助長する恐れ）
・５月ごろからネット巻、周辺の草刈り、８月末まで
週３回以上の巡回監視、３回程度の薬剤散布
・周辺への拡散を抑止するため、できるだけ伐倒と
最終処理を勧奨

②R07年度の防除方針

５月 組回覧で周知啓発
「サクラを守ろう！クビアカツヤカミキリ警戒中」
※別添資料参照

５月～８月 通報受付、現地調査、判定、立木防除
ネット巻、巡回捕殺、薬剤散布、
薬剤注入など

９月～３月 伐採、粉砕、燻蒸などの防除措置

③福知山市の支援制度【新規】
・補助率と上限額

・補助金を受けることができる方
市内に植生する被害木を所有または管理する者
（市民、自治会、事業者、団体等）
被害木の防除対策を市内事業者に請け負わせた者
※要綱制定後申請受付を開始。

防除内容 補助率 補助金上限

立木防除
3/4 （1年度目）
2/3 （2年度目）
1/2 （3年度目）

60,000円/本

伐倒防除
5/6 （1年度目）
4/5 （2年度目）
3/4 （3年度目）

200,000円/本

④福知山市の令和７年度予算
補助金：3,700千円
直接防除：2,671千円

財源：特定外来生物防除等対策事業交付金（交付率1/2）
市一般財源 （1/2）
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７. 【参考】他市町のクビアカツヤカミキリ防除に関する補助制度

【参考】 他市町の補助制度

市町村 補助対象 防除内容 補助率 補助上限額

A市

市内に植生する被害木の所有者
又は管理者

※被害木の伐採等を市内業者に
請け負わせたものに限る

・伐採
・薬剤防除

補助対象経費の1/2
（1,000円未満切り捨
て）

50,000円

B市

市内に植生する被害木を所有又
は管理し、伐採等の費用が生じた
個人及び事業者

被害木の伐採等を市内業者に請
け負わせた者 等

・伐採
・薬剤防除

補助対象経費の1/2
（100円未満切捨） 50,000円

C市
市内に植生する被害木（バラ科）
を所有又は管理している個人・法
人・団体

・伐採
・運搬
・処分
（焼却orチップ化）

防除にかかった費用の
1/2
（100円未満切捨）

50,000ポイント
（地域通貨として）

D市

市内の被害木又はクビアカツヤカ
ミキリによる被害を受けるおそれ
があるサクラ、ウメ、モモ（ハナモ
モ含む）、スモモ等のバラ科の樹
木の所有者又は管理者

（防除）
・伐採
・薬剤の注入

・粘着剤、薬剤の
散布
（伐採）
・ネット巻

（防除）
補助対象経費の1/2
（伐採）※被害木のみ
補助対象経費の1/2

（防除）
100,000円
（伐採）
200,000円

E市 市内の被害木を所有または管理
する個人、事業者等

・伐採、切断
・チップ化、燻蒸
・運搬 等

5/6
（1,000円未満切捨）

250,000円

※市税に滞納がないもの（全市共通）


